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第１章 

この計画について 

 

 

１．計画策定にあたって 

（１）人権に係る社会動向 

① 国際的な動向 

1948年の「世界人権宣言」を採択以来、人権教育・啓発を推進するも、 

未だに多くの人が人権を侵害され、生命の危機にまでさらされている。 

国際連合（以下「国連」という。）では、1948年（昭和23年）第３回総

会において「世界人権宣言」を採択して以来、「国際人権規約」や「児童の権

利に関する条約（子どもの権利条約）」、「女子に対するあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約（女性差別撤廃条約）」、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に

関する国際条約（人種差別撤廃条約）」など、人権に関する数多くの国際規範

を採択するとともに、人権問題を総合的に調整する国連人権高等弁務官の設

置（1994年（平成６年））や人権関係諸条約の監視機関等の積極的な活動な

ど、人権と平和が尊重される社会の実現に向けての活動を世界各地で展開し

てきました。特に、1994年（平成６年）の第49回総会では1995年（平成

７年）から2004年（平成16年）までの10年間を「人権教育のための国連

10年」と決議し、人権教育推進の方向を示すことで、各国において国内行動

計画の策定や人権センターの設立など、様々な取り組みを促進してきました。 

そして「人権教育のための国連10年」が終了した現在も、引き続き人権教

育を積極的に推進することを目的に「人権教育のための世界計画」を採択し、

取り組みを進めているところです。 

21世紀を「人権の世紀」とするために、様々な取り組みが進められていま

すが、なお世界の各地で、人種や民族、宗教などの違い、あるいは政治的対

立や経済的利害によって戦争や迫害、差別などが生じ、人権を侵害され、生

命の危険にまでさらされている現状があります。 
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② 国の動向 

2000年に制定した「人権教育・啓発推進法」に基づき、施策を推進す

るとともに、近年の新たな人権問題に対応するための法律や制度、仕組

みづくりに取り組んでいる。 

我が国においては、今日まで、日本国憲法や教育基本法の精神に基づき、

民主的で文化的な国家の建設及び世界平和と人類の福祉の実現に向けて、人

権意識の高揚を図る取り組みを進めてきました。また、国際社会の一員とし

て、国際人権規約をはじめとした人権関係諸条約を締結するとともに、国連

が提唱する「国際婦人年」、「国際児童年」、「国際障害者年」、「国際識字年」

など多くの国際年に取り組み、その趣旨に基づいて国内法を整備するなど、

基本的人権の尊重と人権意識の高揚を図るための施策を推進してきました。 

特に、我が国固有の問題である同和問題については、1965年（昭和40年）

の同和対策審議会の答申に基づいて、その解決に向け、1969年（昭和44年）

の「同和対策事業特別措置法」施行以来、３つの特別法に基づき、2002年

（平成14年）３月まで33年間にわたる特別対策を実施してきました。 

また、女性、障害のある人、外国人等の様々な人権問題についても、男女

共同参画社会やノーマライゼーションあるいは共生社会の実現などの理念の

下に、その改善に向けた様々な施策を実施してきました。 

人権教育については、1995年（平成７年）12月、内閣に人権教育のため

の国連10年推進本部を設置し、1997年（平成９年）７月には、国内行動計

画を策定しました。そして、1996年（平成８年）12月「人権擁護施策推進

法」が制定され、人権尊重の理念を深めるための教育・啓発及び人権侵害の

被害者救済に関する施策の推進を国の責務として位置付け、同法に基づき設

置された人権擁護推進審議会において、1999年（平成11年）７月には人権

教育・啓発の基本的事項について、2001年（平成13年）５月には人権が侵

害された場合における救済制度の在り方について、それぞれ答申が出されま

した。2000年（平成12年）12月に「人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律（人権教育・啓発推進法）」が制定・施行され、2002年（平成14年）

３月には、同法に基づき、国の「人権教育・啓発に関する基本計画（以下「基

本計画」という。）」が策定され、様々な人権問題について、人権教育・啓発

に関する取り組みが図られています。 

さらに、近年の子どもの虐待、貧困、いじめ、高齢者、障害のある人に対

する虐待など新たな人権課題への対応に向け、法律や制度、枠組みの整備が

進められています。 
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③ 京都府の動向 

2016年（平成28年）1月に「京都府人権教育・啓発推進計画（第２次）」

を策定し、京都府として人権教育・啓発に関する施策を進めている。 

京都府においては、人権教育・啓発推進に係る基本的指針として1999年

（平成11年）３月に「人権教育のための国連10年京都府行動計画（以下「京

都府行動計画」という。）」を、2005年（平成17年）には「京都府行動計画」

を継承・発展させた「新京都府人権教育・啓発推進計画（以下「新京都府推

進計画」という。）」を策定し、人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計

画的に進めてきました。そして2015年（平成27年）１月に「新京都府推進

計画」の計画期間の終了を迎えたことから、これまでの成果や課題、新たな

課題への対応を図るために、2016年（平成28年）1月に「京都府人権教育・

啓発推進計画（第２次）」を策定しました。 
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（２）計画の策定趣旨 

精華町では、2001 年（平成 13年）３月に「人権教育のための国連 10年精華町

行動計画（以下「精華町行動計画」という。）」を、2006年（平成 18 年）3月に「精

華町人権教育・啓発推進計画」を策定しました。そして、この計画に基づき、住民一

人ひとりの人権意識の高揚に向け、街頭啓発、人権講座、人権シネマサロン・特設人

権ぷらざなどの取り組みを進めてきました。 
これらの取り組み等により、平成 27年に本町が実施した「人権に関する住民意識

調査」では、「人権が尊重された豊かな社会になっている」と感じる人の割合（「そう

思う」「どちらかといえばそう思う」の合計）が精華町 38.5%、京都府 27.5%と、

京都府よりも高くなっています。人権問題別でも「子ども」「高齢者」「障害のある人」

などの領域において「人権が尊重されていると感じる人」の割合が京都府全体よりも

高くなっており、人権教育・啓発の取り組みの成果がうかがえます。 

一方で、同和地区出身者に対する差別意識や偏見は、少なくなってきているものの、

結婚の問題をはじめ依然として存在していることがうかがえます。また、同和地区が

できた背景を正しく理解している人が若い年代ほど少なくなっているなど新たな課

題も生じています。 

この他にも少子高齢化、国際化・グローバル化、経済格差の拡大など社会情勢や人々

の意識の変化等により、新たな人権問題として外国人の人権、メディアにおける人権、

性の尊重などが顕在化しており、それらの課題への対応も必要となっています。 

今般、「精華町人権教育・啓発推進計画」の計画期間が 2015年（平成 27年）を

もって満了したところですが、「人権教育・啓発推進法」の規定を踏まえ、これまで

の取り組みを継承・発展させ、人権教育・啓発に係る施策を引き続き総合的かつ計画

的に進めるため、精華町第 2次人権教育・啓発推進計画を策定します。 
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２．計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

この計画は、「人権教育・啓発推進法」第5条「地方公共団体の責務」に基

づき、本町が今後実施する人権教育・啓発の推進に関する基本方針を明らか

にし、施策の方向性を示すものです。 

 

 

（２）計画期間 

この計画の目標年次は、2027年（平成39年）3月とします。 
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第２章 

基本理念と 

人権教育・啓発推進の視点 

 
１．基本理念 

 

 

 

あらゆる人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、

だれもが人権尊重を日常生活の習慣として身に付け、実践するという意識が

社会全体及び日常生活の隅々にまで浸透した人権感覚の豊かな社会である人

権文化が構築された社会をめざします。 

 

（参考） 

○ 京都府第２次計画では、「明日の京都」に掲げた理念を計画の目標として設定し、

目標の実現に向け、基本的な考え方を示しています。 

（「明日の京都」） 

「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会」 

（「基本的な考え方」） 

・ 一人ひとりの生命と尊厳が守られ、個人として等しく尊重されること 

・ 一人ひとりが能力を発揮し、幸福を追求できること 

・一人ひとりの個性の違いや多様性を認め、お互いを尊重し、つながり支え合うこと 

「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、多様性を認めあうことができる社会

の実現」 
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２．人権教育・啓発推進の視点 

 

この計画における人権教育・啓発は、人権意識の高揚を図るために実施し

てきたこれまでの人権教育や啓発活動、並びに「精華町人権教育・啓発推進

計画」の取り組みの成果も踏まえ、次の点に留意して推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発  

だれもが自分らしく生きていくことができるための態度や技能を身につけ

ることができるとともに、一人ひとりが社会に参画し、自己決定や自己実現

を尊重できる環境を整え、将来を切り開いていく力をのばすための取り組み

を推進します。 

また、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害等により不当に

差別されることなく、一人ひとりの尊厳が尊重されるよう、また、自分を大

切にすることと同じく、他人も大切にすることができるよう、一人ひとりを

大切にした取り組みを推進します。 

【人権教育・啓発の４つの視点】 

視点１ 一人ひとりを大切にし、その可能性を 

伸ばす人権教育・啓発 

視点２ 共生社会の実現に向けた人権教育・啓発 

視点３ 生涯学習としての人権教育・啓発 

視点４ 自分のこととして考える人権教育・啓発 
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視点２ 共生社会の実現に向けた人権教育・啓発  

一人ひとりの人権を守るためには、人と人とがつながり支え合うことが大

切であり、お互いの個性や価値観の違いを認め合う相互理解と寛容のもとで、

いきいきと生活できる地域となるような共生社会の実現を目指す取り組みを

推進します。 

また、今日の社会においては、人々を取り巻くあらゆる環境と共生してい

くことができなければ、人権の尊重もあり得ないことから、そうした広がり

を持った視点から人権をとらえることができるよう取り組みを推進します。 

 

視点３ 生涯学習としての人権教育・啓発  

人権教育・啓発とは、人の生涯にわたる学習活動であり、また、そのため

の学習環境や学習機会等を整えることでもあります。町民が、それぞれの状

況に応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することがで

きるよう、多様な機会の提供、効果的な手法を取り入れることなどにより、

生涯のあらゆる機会を通じて人権について学ぶことができるよう取り組みを

推進します。 

 

 

視点４ 自分のこととして考える人権教育・啓発  

人権教育・啓発を推進していくためには、人権が町民一人ひとりの生活と

深くかかわり、自分自身の課題としてとらえるべきものであるという認識を

深め、地域、職場等で身近な人権問題の解決に向けて実践できる態度や技能

を身に付けることができるよう取り組みを推進します。 

また、これまで育まれてきた伝統や文化等については、さまざまな生活の

知恵などとして伝えていきたいものも多くあります。一方で、私たちがこれ

まで当然のこととして受け入れてきた風習や世間体などの身近な問題につい

ても、人権尊重の視点からとらえ直すことも重要です。 
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第３章 

人権問題の目標と方針 

 
人権は「人権の尊厳」に基づく固有の権利であって、いかなる関係

においても尊重されるべきものです。しかし、現実には、公権力と住

民の間のみならず、住民相互の間でも侵害される場合があり、社会的

身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害等による不当な差別のほ

か、いじめや虐待、プライバシーの侵害などの問題があります。 

我が国では、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法のもと、

人権尊重に関する施策を幅広く推進してきましたが、今なお、本章で

取りあげるような人権問題が存在しています。 

このようなさまざまな人権問題が生じる背景について、国の基本計

画では、「人々の中にみられる同質性・均一性を重視しがちな性向や

非合理な因習的意識の存在等」があげられ、その他に、「国際化、情

報化、高齢化、少子化等の社会の急激な変化なども、その要因になっ

ていると考えられる」とされています。 

人権教育・啓発は、一人ひとりが人権尊重の理念に関する理解を深

めることによって、自分の人権とともに他人の人権を守るという意識

を身につけ、社会の中で弱い立場の人々が社会参加していくという視

点に立って、自らの課題として、人権が尊重される社会の実現に向け

て主体的に行動していけるようにするための条件整備をすることで

す。 

人権が尊重される社会の実現に向けては、社会に存在するさまざま

な人権問題について、その実態、原因について正しく把握・理解する

とともに、複合した要因により問題が重層化・複雑化している可能性

があることを考慮して、あらゆる機会や場を通して解決に向けた展望

をしっかりと持って総合的に取り組むことが必要です。 

近年では、特定の国籍等の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行

われていることがヘイトスピーチであるとして取り上げられ、社会的

な関心を集めており、こうした行為が外国人のみならず、その他の集

団に向けられることもあります。 

さらに、インターネット上でも、人権侵害や差別意識を生じさせる

記載が問題となっています。人を誹謗中傷し、排除する行為は許され

るべきものではありません。 
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精華町では、国、京都府に対し、実効性のある対策等を求めるとと

もに、啓発活動を充実し、お互いの人権を尊重し多様性を認め合い、

より一層信頼の絆で結ばれた社会の実現を目指します。 

なお、人権問題はここに記載された範囲に留まるものではありませ

ん。今後、社会情勢の変化や科学技術の発展に伴い、様々な人権問題

が顕在化することも想定されます。そのような状況に留意しながら、

取り組みを推進します。
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１．同和問題 

目 標 同和問題が完全解消している  

【現状と課題】 

1965年（昭和40年）の「同和対策審議会答申」は、同和問題は日本国憲

法によって保障された基本的人権、すなわち人間の自由と平等に関する問題

であり、その早急な解決こそ国の責務であると同時に国民的課題であるとい

う認識を示しています。 

精華町としても、同和問題の早期解決を重点課題と位置づけ、1969年（昭

和44年）の「同和対策事業特別措置法」の施行以来、国や京都府との連携を

図る中で、特別法による対策事業を実施してきました。こうした施策の積極

的な推進等により、生活環境の改善をはじめとした物的な基盤整備が進み、

同和対策審議会答申で指摘された低位な実態は大きく改善されました。 

2002年（平成14年）3月の特別法による対策事業終了後の取り組みにつ

いては、環境改善はもとより教育、就労対策等により得られた成果が損なわ

れることのないよう留意し、1996年（平成8年）の地域改善対策協議会によ

る意見具申が示した基本認識のもと、制度を的確に運用して取り組みを推進

するとともに、教育、就労、福祉の生活実態上の課題等の解決に向けた取り

組みを進めてきました。 

近年の社会・経済情勢の変化によって、広く地域社会全体が多様化してい

る現状にあることから、課題解決に向けては、より地域のニーズを踏まえて

現行制度を的確に運用した取り組みが必要となっています。 

現在、同和地区出身者に対する差別意識や偏見は、「人権に関する住民意識

調査」（2015年（平成27年））などからは、全体としては解消へ向けて進ん

でいますが、結婚にかかわる問題を中心に根強く存在していることがうかが

えます。また、同和問題の解消が進むにつれ、若い年代でこの問題を正しく

理解する人が少なくなってきています。 

こうした心理面での課題が、同和地区出身者に対する結婚差別や戸籍謄本

等不正取得事件や土地調査事件、インターネット等を利用した悪質な差別的

情報の流布として顕在化する場合が見られます。 

教育の分野においては、豊かな人権意識を育み、教育の機会均等を実質的

に保障する観点から、生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かい指導と地域

や家庭と連携した取り組みが求められます。 
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同和問題の解決に向けては、差別意識や偏見の解消のための人権教育・啓

発を推進するとともに、住民相互の理解と信頼を深め豊かな関係を築いてい

く取り組みの促進をさらに進めていくことが重要です。 

 

 

 

資料：精華町「人権に関する住民意識調査」（平成 27年 11月実施）
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【方針】 

① 人権教育・啓発活動を推進する  

同和問題の解決のためには、人権教育・啓発を推進することが大切であり、

子どもが自立的に社会に参画できるよう一人ひとりを大切にした教育を行う

とともに、同和問題に対する正しい知識と認識を深めることができる啓発に

ついて、若い世代を重視し、家庭・地域・職場・学校などにおいて、継続し

て取り組みます。 

 

② 現行制度を的確に運用し、人権センターを活用した取り組みを推進する  

今後も、同和問題の解決へ向けた取り組みについては、地域改善対策協議

会の意見具申が示した「①同和問題は解決に向けて進んでいるものの、依然

として我が国における重要な課題であると言わざるを得ない②同和問題など

様々な人権問題を解決するよう努力することは、我が国の国際的な責務であ

る③同和問題の解決は、国の責務であると同時に国民的課題である④同和問

題は過去の課題ではなく、人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげてい

くという、広がりを持った現実の課題である」という基本認識のもと、人権

問題の重要な柱として、早期の解決をめざして引き続き現行制度を的確に運

用して取り組みを進めます。 

また、同和問題解決のため、第一線の機関としてこれまでに重要な役割を

担い、社会福祉施設として位置づけられている人権センターが、今後とも周

辺地域を含めた地域社会の中で、福祉の向上や人権教育・啓発の住民交流の

拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、幅広く活用されることが

重要です。そのために、京都府と連携を図りながら、生活上の各種相談事業

等を通じて各地域のニーズを的確に把握したうえで、必要な施策を適切に実

施するなど、引き続き課題解決に向けた取り組みを推進します。 
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２．女性 

目 標 性別に関わらず、自分らしく暮らすことができる  
 

【現状と課題】 

女性の人権問題については、1975年（昭和50年）の国際婦人年を契機に、

「国内行動計画」の策定や「女性差別撤廃条約」の批准、「男女雇用機会均等

法」の施行など各種法律や制度の整備が図られてきました。また、1995年

（平成７年）の第４回世界女性会議において策定された「北京宣言」で、「女

性の権利は人権である」と謳われ、それらを背景に、1999年（平成11年）

には「男女共同参画社会基本法」が施行されました。さらに、女性に対する

暴力などの急増から、2000年（平成12年）に「ストーカー行為等の規制等

に関する法律（ストーカー防止法）」、2001年（平成13年）に「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」が制定されまし

た。しかし、女性の人権問題の現状は、依然として性に起因する暴力や性別

による固定的な役割分担等を背景とした差別的取扱い、雇用における男女の

均等な機会と待遇の確保などの課題が残されており、社会の様々な分野にお

ける女性の参画や能力発揮は十分とは言えない状況にあります。 

実際に、女性の活躍状況を示す国際指標であるジェンダーギャップ指数は、

145か国中101位（2015年（平成27年）の世界経済フォーラムの発表）

であり、諸外国に比べて低い結果となっています。また、2013年の京都府

の調査では29.7%（男性21.7%、女性37.2%）が「配偶者や恋人から暴力

的行為を受けたことがある」と回答しており、さらに京都府配偶者暴力相談

支援センター及び京都府男女共同参画センターにおけるＤＶ相談件数は

6,994件（2014年度（平成26年度））と増加傾向にあります。 

さらに、インターネットなどの普及もあり、リベンジポルノ被害の深刻化

や就労の場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメン

トなど新たな問題も生じています。さらなる女性の人権の尊重に努めるとと

もに、こうした行為の防止や被害を受けた人に対する支援措置を講じていく

必要があります。 

精華町では2013年（平成25年）3月に「精華町男女共同参画推進条例」

を制定し、「精華町第2次男女共同参画計画」（平成27年3月）に基づき、男

女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めています。また、この計画の

一部を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、

「DV防止法」という。）に定める市町村計画として位置づけ、女性に対する

暴力の根絶に取り組んでいます。 
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【方針】 

① 女性に対する暴力を根絶する  

関係機関と連携し、ドメスティック・バイオレンス（DV）は、重大な人権

侵害であるという認識を、中学生や高校生も含めて広く高め、正しい知識を

理解するための教育や広報、啓発活動を進めます。 

児童虐待対策と連携し、DV等の暴力の被害者が安心して相談できる相談窓

口の充実を図るとともに、相談窓口で対応する職員の資質の向上に努めます。 

町関係部署及び、外部の関係機関との組織的な連携により、緊急時の被害

者の安全確保から自立支援まで一体となった支援を行う体制づくりを進めま

す。 

また、ストーカー行為やリベンジポルノ等の根絶に向けて、教育機関と連

携し、被害者の適切な支援に努めます。 

 

② 男女共同参画社会づくりを推進する  

「精華町第2次男女共同参画計画」（平成27年3月）に基づき、男女共同参

画の「人づくり」「社会づくり」「推進基盤づくり」を施策の柱に12の基本方

針のもと「多様な生き方ができる男女共同参画のまち」をめざし、啓発活動、

相談支援、環境整備などの取り組みを様々な分野で活動している住民、事業

者、住民活動団体、教育関係者等と相互に連携して進めていきます。 

 

③ 女性の活躍を支援する  

女性の活躍を京都府の取り組みと連携し推進していくことで、本人の意思

が尊重された上で女性が活躍できる環境を整備します。 

 

 

精華町第 2次男女共同参画計画 P29図（DV被害者への支援体制図） 
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３．子ども 

目 標 子どもの人権が尊重され、守られている  

【現状と課題】 

1951年（昭和26年）の「児童憲章」や1994年（平成６年）に批准され

た「子どもの権利条約」において、子どもは権利行使の主体として、子ども

の意見表明権などを保障すべきものとしていますが、依然として、その認識

が十分ではありません。 

子どもにとって重大な人権侵害である児童虐待（保護者等による身体的・

性的・心理的虐待、養育の拒否・放任）が近年増加傾向にあります。また、

いじめ・暴力行為や体罰も深刻な問題であり、虐待やいじめなどによって子

どもの生命が失われる事件も後を絶たないなど、子どもの人権を取り巻く状

況は厳しいものがあります。 

さらに、情報化の進展に伴いSNSでのいじめなど新たな形態で被害者や加

害者になる事態の発生、児童買春・児童ポルノなど、子どもにかかわる犯罪

も増加しています。 

さらに、子どもの貧困率が2012年（平成24年）時点で過去最悪の16.3％

となり、子どもの6人に1人が平均的な所得の半分を下回る額で暮らしている

状況です。子どもは「将来を担う社会の宝」という理念に立ち、社会総がか

りで子どもの育つ環境を整備することが必要です。 

本町においては、昭和43年に「こどもを守る町」宣言をし、2015年（平

成27年）の「精華町児童育成計画 精華町子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、様々な施策を積極的に進めています。特に児童虐待については、精

華町要保護児童対策協議会を2007年（平成19年）に設置し、早期発見及び

適切な対応に取り組んでいるところです。 

これらの成果と課題を踏まえ、今後、より一層、子どもや青少年一人ひと

りの人権が尊重され、守られる中で、人権に関する正しい理解と認識を深め、

同時に他者の立場を尊重し、違いを個性として認識できるような人として成

育できる環境を、家庭、地域、行政など関係機関と連携し、つくっていくこ

とが求められます。 
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【方針】 

① 子どもの育成環境を整備する  

「精華町児童育成計画 精華町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子

どもの意思が尊重され、権利が保障された状況の中で、豊かな人権感覚を備え

た人間として成長していける環境づくりを推進します。 

また、家庭が子どもの発達の段階に応じた適切な対応がとれるよう家庭教育

の充実を支援するとともに、子どもが個性を発揮し、自主性や創造性をはぐく

みながら成長できる機会の充実に努めます。 

 

② 子どもへの虐待を防ぐ  

「なにが虐待か」という基本認識に関する内容をはじめとして、それらの

予防と早期発見、早期対応等についての意識啓発を、学校・幼稚園・保育所・

医療関係機関・地域等と連携して取り組みます。 

子どもへの虐待の未然防止、虐待を受けた子どもの迅速かつ適切なケアな

ど、子どもが安全・安心に暮らすための取り組みを推進するとともに、精華

町要保護児童対策協議会を設置し、関係機関との連携を強化するなど子ども

の人権を守る体制の充実を図ります。 

また、子育て家庭の孤立化や子育ての負担感が、児童虐待の要因の一つで

あることから、地域やNPOなど社会全体で子育て家庭を支援する体制の充実

に取り組みます。 

 

③ いじめ、暴力行為、体罰等への対策を進める  

いじめについては、「精華町いじめ防止基本方針」及び各校「いじめ防止基

本方針」に則り、いじめを許さない心情を育てる教育活動を通して、人権意

識の高揚を図ります。また、個々の事象に適切に対応できるようカウンセラ

ー等の配置など、子どもを取り巻く諸問題に対する支援・相談・指導体制を

強化し、学校、家庭、地域社会、関係機関が連携した取り組みの充実を図り

ます。 

また、インターネットやSNSでのいじめについては、京都府が運営実施す

る「ネットいじめ通報サイト」や、不適切な書き込みなどの検索・監視を行

う学校ネットパトロールの取り組みと連携します。 

インターネットを適切に利用できるよう、フィルタリングサービスの利用

啓発やSNS利用に関する注意喚起を行います。また、インターネットを利用

する機会の多い青少年とその保護者等を対象とした相談窓口などについて情

報提供を図り、引き続き、加害者にも被害者にもならないための教育・啓発

等を推進します。 
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暴力行為の未然防止に努め、早期発見・早期対応に引き続き取り組みます。 

暴力行為については、警察と連携した非行防止教室や課題を抱える子ども

への個別支援、学校の生徒指導体制の強化などの取り組みを推進します。 

体罰根絶に向けた、教職員の認識の進化と学校組織の点検を行い、保護者

や地域住民の信頼と期待に応えられるように努めます。 

 

④ 不登校の子どもを支援する  

スクールカウンセラーやソーシャルスクールワーカー等の配置を進めて、

教育相談機能の充実を図るとともに、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな

支援を行います。また、教育支援室における電話・来所などの教育相談の充

実を図り、フリースクールなどの関係機関と学校が連携した学習機会適用の

取り組みを推進します。 

 

 

⑤ 子どもの貧困対策に取り組む  

すべての子どもが生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や

希望を持って成長していけるよう、保育所・幼稚園、学校、児童館、NPO等

地域団体、ボランティアなどが連携・協働し、子どもへの支援をはじめとし

た総合的な取り組みを進めます。 

 

⑥ 児童ポルノ対策を進める  

児童ポルノを根絶し、児童ポルノによる被害を無くすため、2014年（平

成26年）に改定された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰

並びに児童の保護等に関する法律」に基づき、府や関係機関と連携し、児童

ポルノ根絶に向けた取り組みを進めます。 

 

⑦ 啓発等を推進する  

子どもは、保護の対象であるとともに、権利の対象であるという視点に立

ち、子どもにかかわるすべての人が、子どもの権利についての認識などを深

めるよう啓発を推進します。 



 
19 

 

 

４．高齢者 

目 標 高齢期に自分らしくいきいきと暮らすことができる  

 

【現状と課題】 

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、高齢福祉の充実やハード面で

の暮らしやすいまちづくりが不可欠です。 

本町においては、老人福祉法と介護保険法にもとづく高齢者保健福祉計画、

介護保険事業計画を策定し、「誰もが自分らしく高齢期をたのしめるまち」「介

護が必要になったときの安心があるまち」の実現に向け、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が連携し、地域包括ケアシステムの充実に向けた一層の

取り組みを進めているところです。 

本町においても、いわゆる「団塊の世代」が65歳を超える年齢を迎えたこ

ともあり、本町人口に占める65歳以上の割合は、2016年（平成28年）3

月末現在で21.7％と高齢化が一層進行しており、一人暮らしの高齢者や高齢

者夫婦のみの世帯も増加しています。 

高齢者の人権問題には、身体的虐待、養護の放棄、心理的虐待、性的虐待、

金銭的虐待などがあり、特に最近では、介護保険施設や家庭における身体的

及び精神的な虐待が増加しています。 

さらに、家族の介護を抱えている人が仕事を離職する介護離職などが問題

となっており、仕事と介護を両立する支援制度の充実も必要となっています。 

一方で、高齢者を年齢などにより一律に弱者として判断するといった誤っ

た理解が、高齢者に対する偏見や差別を発生させ、働く意欲のある元気な高

齢者についても、年齢制限等により、雇用・就業機会が少なく、自ら社会参

加することができず、自立できない事象も発生しています。 

このような中で、高齢期にその人の基本的人権が損なわれることなく、自

分らしく暮らせる社会をつくっていくことが求められます。 
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【方針】 

① 計画に基づく施策を推進する  

超高齢社会に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を

実現するため、「精華町第7次高齢者保健福祉計画」（2015年（平成27年））

に基づき、住まい・医療・介護・予防及び生活支援が一体的に提供される「地

域包括ケアシステム」の一層の推進を図ります。 

 

② 高齢者の権利を擁護する  

高齢者虐待の防止・早期発見のために、住民に向けた啓発や相談・通報窓

口の周知を図り高齢者を保護するための取り組みを推進します。また、職員

を対象とした認知症サポーター養成講座を実施し、資質向上を図ります。 

 

 

③ 高齢者の社会参画を支援する  

誰もがこれまでに培った経験や知識等を活かして社会で活躍できるよう、

働く場や趣味・社会貢献活動など様々な場や機会の整備を進めます。 

また、子どもたちとの世代間交流や高齢者同士の交流を通じて、生きがい

づくりの機会を提供します。 

 

④ 介護者を支援する  

介護者が安心して介護をすることができるよう、介護休業制度に関する普

及啓発、介護の肉体的・精神的負担の軽減、孤立防止などの取り組みを進め

ます。 

 

⑤ 施設や交通機関等のバリアフリ－化を進める  

「精華町やさしいまちづくり整備指針」「京都府福祉のまちづくり条例」を

踏まえた、さまざまな立場の人に配慮した安全で使いやすい施設等の整備を

進めます。 
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５．障害のある人 

目 標 障害があっても住み慣れた地域で自分らしく 

暮らすことができる  

 

【現状と課題】 

障害の有無にかかわらず、全ての人が分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する必要があります。しか

しながら、障害についての十分な知識がないために、障害のある人やその家

族に対して誤解や偏見が生じ、差別的な言動を受け、障害のある人の自立や

社会参加が妨げられる事象も依然として発生しています。 

国では、2006年（平成18年）に国連が採択した「障害者の権利に関する

条約」の批准に向け、2011年（平成23年）に「障害者基本法」を改正し、

障害のある人に対する合理的配慮の概念を盛り込み、2014年に（平成26年）

に同条約を批准しました。そして2016年（平成28年）から「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」を施行しました。 

障害のある人の人権が尊重され暮らすため、障害福祉の充実が重要です。

本町においては、平成24年（2012年）に「第2次障害者基本計画」「第3期

障害福祉計画」を策定し、障害のある人が住みやすいまちづくりと、社会参

加のしやすい環境づくりに向けた施策を積極的に進めてきました。 

障害のある人等に対する理解については、特に精神障害のある人や難病患

者等は、障害の特性が十分知らせていないと考えられることから、一層の理

解の促進を図ることが必要となっています。 

また、障害のある人に対する虐待（身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、

性的虐待、経済的虐待）も発生していることから、引き続き虐待を受けた障

害者の支援及び養護者に対する支援が重要となっています。 

本町においては、障害者基本法、障害者総合福祉法にもとづき障害者基本

計画、障害福祉計画を策定し、「完全参加と平等」、「エンパワメント」、「ノー

マライゼーション」、「リハビリテーション」の理念の下、障害者施策を推進

しています。 
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【方針】 

① 共生社会の実現に向けた取り組みを推進する  

2016年（平成28年）4月に施行された「障害者差別解消法」では、社会

的障壁の除去、障害のある人に対する必要かつ合理的な配慮による差別の禁

止といった考え方が法令に位置付けられました。これらの考え方の普及も含

め、障害及び障害のある人に対する正しい知識の普及・啓発を進め、誤解や

偏見から生じる人権侵害の防止に取り組みます。 

「精華町障害者基本計画」に基づいて、障害のある人がライフステージに

おいて、社会、経済、文化等の各分野で平等に参加、活動することのできる

社会を実現するための取り組みを推進します。 

 

② 障害のある人の権利を擁護する  

障害者虐待の未然防止、早期発見のために、住民や施設に向けた啓発や相

談・通報窓口の周知を図ります。 

判断能力が不十分な障害のある人の権利擁護の取り組みとして、成年後見

人の利用促進等への取り組みを行うとともに、地域で適切なサービスが受け

られるよう、権利擁護事業を周知します。 

 

③ 障害のある人の社会参画を支援する  

障害及び障害のある人に対する理解の促進、ふれあいや交流の場作りや、

障害者スポーツの普及・振興、文化芸術活動を促進します。 

働く意欲のある障害のある人の雇用就労を促進するため、就労移行支援事

業所とハローワーク・商工会・企業との連携の強化を図るなど、障害特性に

応じた支援や就業力強化の取り組みを推進します。 

 

④ 介護者を支援する  

介護者が安心して介護をすることができるよう、介護休業制度に関する普

及啓発、介護の肉体的・精神的負担の軽減、孤立防止などの取り組みを進め

ます。 

 

⑤ 施設や交通機関等のバリアフリ－化を進める  

障害や障害のある人に対する理解を深め、「完全参加と平等」を実現するた

め、「精華町やさしいまちづくり整備指針」「京都府福祉のまちづくり条例」

を踏まえた、さまざまな立場の人に配慮した安全で使いやすい施設等の整備

を進めます。 
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６．外国人 

目 標 民族や国籍等に関わらず、人権が尊重され、 

地域で暮らすことができる  
 

 

【現状と課題】 

新たに日本で生活することになった外国籍の人々については、言葉や生活

習慣の違いから、住居、保健・医療、教育、労働、地域との交流など、日常

生活を送る上で様々な問題が指摘されています。また、相互理解が不十分で

あることによる偏見や差別などの問題もあります。一方、従来から生活基盤

を持つ外国籍の人々についても、公的年金や教育、住居、就労、結婚などの

問題が指摘されています。特に在日韓国・朝鮮の人々に対しては、日本国籍

を取得した人も含めて、依然として人権侵害が発生している状況です。さら

に、最近では、国際結婚により生まれた子どもが増えてきていることを踏ま

え、これらの環境に育つ子どもの母語・母国文化教育の充実、外国語で受診

できる医療機関の整備など地域に定着するための生活支援がますます必要と

なってきています。 

最近では、特定の国籍等の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われる

ヘイトスピーチの問題が生じ、2016年（平成28年）「本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピー

チ解消法）」が制定されました。 

今後ますます国際化が進展する中で、外国籍住民が快適で安心・安全に暮

らせる地域づくりを推進するとともに、相互に理解を深め、人権を尊重し共

生していく社会を築いていくことが重要です。 
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【方針】 

① 多文化共生社会の実現に向けて地域での取り組みを重視する  

多文化共生社会のためには、一人ひとりが異なる文化や考え方を理解し、

相互の人権を尊重し合うとともに、外国籍住民の人権についての正しい知識

と認識の浸透を図るため、多国籍住民を支援する活動団体、関係機関、京都

府や国等と連携し、普及啓発に取り組みます。 

相互国際理解や多文化共生事業、国際化に対応した円滑な支援ができるよ

う努めます。 

 

② 外国籍住民の地域づくりへの参画を支援する  

外国籍住民が住民の一員として地域づくりや行政の各種審議会等に参画し、

多様な感性や能力を発揮できるよう、京都府をはじめ、関係機関やＮＰＯ等

との連携・協働による共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

③ 外国籍住民の生活及び就・修学を支援する  

住民団体関係機関、関係機関、京都府等と協働し、引き続き、外国籍住民

等への生活情報の提供や生活相談、日本語習得の支援などを行います。さら

に、外国籍住民等に関する災害時支援体制の構築などに取り組みます。 

また、外国につながりを持つ子ども・保護者への教育支援など、住民の国

際理解の促進、外国籍住民等と共に暮らす地域づくりのための取り組みを推

進します。 

学校においては、個々の状況に応じた指導や支援を積極的に進め、日本の

生活習慣や学校生活に適応できるよう配慮するとともに、日本語の速やかな

修得を図るための日本語指導に努めます。また、外国につながりをもつ子ど

もについても、個々の状況を踏まえたきめこまやかな配慮に努めます。 
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７．患者等 

目 標 病気に関わらず、人権が尊重され、自分らしく 

暮らすことができる  
 

 

 

（１）エイズ（ＡＩＤＳ、後天性免疫不全症候群） 

【現状と課題】 

世界保健機関（ＷＨＯ）では、毎年12月１日を「世界エイズデー」と定め、

世界的レベルでのエイズまん延防止とエイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する偏

見や差別の解消に取り組んでいます。 

京都府では、12月を「京都府エイズ予防月間」として普及啓発に取り組ん

でおり、エイズ治療拠点病院棟連絡会議を設置するなど、関係機関や団体と

連携し、エイズ患者・ＨＩＶ感染者が尊厳を持って暮らせる社会づくりを目

指した総合的な取り組みを行っています。 

しかし、新規エイズ患者・ＨＩＶ感染者報告数は増加傾向にあり、特に広

く男女を問わず20代・30代の性的接触による感染が拡大しています。 

また、エイズ患者やＨＩＶ感染者に対する偏見や差別が、感染者を潜在化

させ、その結果さらなる感染の拡大につながる危険性も指摘されており、こ

うした偏見や差別が感染者の就労などの社会生活に影響するといった問題も

あります。 

さらに、感染経路によってＨＩＶ感染者を差別するといった問題も発生し

ています。 

本町においても、エイズに対する正しい知識を広く普及させる施策の一層

の充実が求められます。 

 

 

【方針】 

① 若い世代を中心にエイズに関する普及啓発に取り組む  

ＨＩＶ感染者が若年層に広がる傾向にあることから、学校教育や社会教育

においてもエイズに対する普及啓発を推進します。 

また、ＨＩＶ感染者が採用時や職場内において、不当な取扱いを受けない

ための普及啓発を進め、エイズ患者・HIV感染者が尊厳を持って暮らせる社

会づくりを目指した取り組みを推進します。 
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（２）ハンセン病 

【現状と課題】 

ハンセン病の菌の感染力は極めて微弱で、早期発見と早期治療により完治

する病気です。ハンセン病患者に対しては、古くから施設入所を強制する隔

離政策がとられてきましたが、国は隔離政策の誤りや人権侵害を認めて謝罪

し、患者・元患者の名誉回復や福祉対策の向上に関する措置を盛り込んだ「ハ

ンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を2001年

（平成13年）に成立させました。 

一方で、1996年（平成８年）隔離を主体とした「らい予防法」は廃止さ

れた後も、2003年（平成15年）にハンセン病元患者の宿泊距離問題が生じ

るなど、未だに以前同様の根深い社会的な偏見や差別が存在しており、ハン

セン病に関する正しい知識を広く普及させる施策の充実が必要です。 

2009年（平成21年）には、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

（ハンセン病問題基本法）」が施行され、国及び地方公共団体の責務を明らか

にするとともに、ハンセン病問題解決の促進を図るために必要な、福祉の増

進や名誉回復のための支援などが定められました。 

「らい予防法」は廃止されましたが、2003年（平成15年）においても、

ハンセン病元患者の宿泊拒否問題が生じるなど、未だに、以前同様の根深い

社会的な偏見や差別が存在しており、ハンセン病に関する正しい知識を広く

普及させる施策の充実が必要です。 

 

 

【方針】 

① ハンセン病に関する普及啓発に取り組む  

ハンセン病に関する正しい知識を普及させ、偏見や差別を一刻も早く解消

するため、積極的な啓発活動に取り組みます。 

また、ハンセン病元患者が尊厳を持って暮らせる社会づくりを目指した総

合的な取り組みを京都府や関係機関等と連携しながら推進します。 
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（３）難病患者 

【現状と課題】 

難病は、疾患数が多く、状態像は個人個人によりさまざまです。一見して

病気とわかるものもあれば、外見は全く健康な人と変わらないこともありま

す。そのため、難病に対する無理解による誤解や偏見が生じています。 

障害者総合支援法（2013年(平成25年)４月施行）の障害者の範囲に難病

等が加わり、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉

サービス等の受給が可能となりました。 

さらに、難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者

の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生

社会の実現を目指して、「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病医療

法）」が2015年(平成27年)１月に施行されました。 

難病患者それぞれの人権が尊重され、安心して社会参加できる環境づくり

が必要です。 

 

 

【方針】 

① 難病に関する普及啓発に取り組む  

難病に関する知識の普及・啓発を進め、誤解や偏見から生じる人権侵害の

防止に取り組み、難病患者が尊厳を持って暮らせる社会づくりを目指した総

合的な取り組みを京都府や関係機関等と連携しながら推進します。 
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８．さまざまな人権問題 

これまでに記述した以外にも、次に掲げるような様々な人権問題が存在

しています。人権問題は計画に記載された範囲にとどまるものではありま

せん。常に人権問題の状況に留意し、取り組みを推進します。 

 

（１）犯罪被害者等 

【現状と課題】 

犯罪被害者とその家族又は遺族は（以下「犯罪被害者等」）は、事件・事故

による直接的な被害だけでなく、事件・事故にあったことによる心身の不調、

司法手続きの過程での精神的な苦痛、経済的負担等の二次的な被害にも苦し

められます。 

京都府は2004年（平成16年）に犯罪被害者等の支援施策を盛り込んだ「京

都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例」を制定し、さらに、犯罪被害

者等が早期に平穏な日常生活を送ることができるよう、総合的な支援を行う

ことを目的として、2008年（平成20年）に「京都府犯罪被害者サポートチ

ーム」を立ち上げました。 

また、2014年（平成26年）４月には、府内全市町村で犯罪被害者等支援

条例が施行され、各市町村での支援制度は確立されました。 

精華町においても「精華町犯罪被害者等支援条例」を2013年（平成25年）

に制定し、取り組みを進めているところであり、今後は、さらなる支援制度

の充実や町民への周知が必要です。 

特に性暴力の被害は、身体的影響もさることながら、精神的な影響も大き

く、被害者は、日常生活を送ることさえ困難な状況となることも少なくあり

ません。また、警察等への届出をためらうなど、潜在化する傾向にあります。

そのため、被害の潜在化を防止するとともに、被害者の心身の負担軽減と早

期回復を図ることが必要です。 

【方針】 

① 犯罪被害者等への支援活動を充実する  

支援活動を適切に進めるとともに、一時避難場所の確保及びカウンセリン

グをはじめとする精神的被害の軽減や早期回復支援等の初期的被害者支援の

充実を図ります。 

 

② 初期から中長期にわたる総合的かつ継続的な支援体制を確立する  
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犯罪被害者等の多様なニーズに応えるため、警察等関係機関が連携・協力

し、途切れのない被害者支援活動を展開します。 

また、京都府の「京都府犯罪被害者サポートチーム」と連携し、犯罪被害

者等に寄り添った中長期にわたる支援体制の充実強化を図ります。 

 

③ 支援団体への支援及び連携した取り組みを強化する  

「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都ＳＡＲＡ）」等支

援団体との連携を強化し、被害者の心身の負担軽減とその早期回復を図りま

す。 

 

 

④ 犯罪被害への理解や支援のための広報啓発を行う  

京都府や関係機関と連携し、犯罪被害者等の支援組織の周知を図るととも

に、「犯罪被害者週間」（11月25日～12月1日）等の機会を活用し、犯罪被

害者等の置かれている状況等について、町民への理解の促進を図ります。 

 

 

（２）性的少数者・性的指向 

【現状と課題】 

性の多様性に関して、ＬＧＢＴに対する認知や制度的対応が世界的に進んでい

ますが、性的指向を理由とする偏見や差別などまだ多くの課題が残されています。 

また、性同一性障害については、2004 年（平成 16年）に「性同一性障害者

の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、性同一障害者であって一定の

条件を満たす者については、性別の取扱の変更の審判を受けることができるよう

になりました。また、学校に対しては、性同一性障害などの児童生徒への配慮等

を求める国からの通知がなされています。 

性同一性障害のある人や、同性愛者、両性愛者等に対する社会の理解は未だ十

分とは言えず、性に関わる内容が公のものとされにくい状況があります。リプロ

ダクト・ヘルス／ライツや性の多様性の視点等をきっかけとして、性についての

正しい知識と理解を持ち、これを尊重する社会づくりが求められます。 

社会生活の様々な場面で、偏見や差別を受けることがあることから、多様な性

に対する町民の理解を深め、性同一性障害や性的指向等にかかわらず、誰もが安

心して暮らしていけるよう理解と認識を広げるための教育・啓発を推進します。 

 

【方針】 
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① 性の多様性の尊重についての意識を高める  

学校、職場、地域社会おいて、性的少数者や性的指向への知識普及と意識啓発

に取り組み、性の多様性についての理解を深めます。 

 

② 相談のできる場や職場などの環境をつくる  

同性愛者、両性愛者、性同一障害者などは少数派のために、社会生活のさまざ

まな場面で偏見や差別を受けることがあるため、安心して暮らしていけるよう相

談しやすい環境づくりや人権擁護に努めます。 

 

 

（３）刑を終えて出所した人 

【現状と課題】 

刑を終えて出所した人々に対しては、本人に更生の意欲があっても、住民

の意識の中に根強い偏見、差別意識等があり、親族であっても身元の引受け

が難しいことや、就労、住居の確保などの問題が存在しています。 

無職の刑務所出所者の再犯率は有職者と比べて高くなっており、国におい

てもハローワーク等を通じた総合的就労対策が行われているほか、京都府に

おいても自立支援就労サポート支援を行っています。 

精華町においても、保護司を中心に刑を終えて出所した人々に対する社会

復帰の支援を行っています。 

2015年（平成27年）には、地域における更生保護活動の拠点となる、相

楽地区更生保護サポートセンターが開所されました。 

刑を終えて出所した人々が、地域の人々の理解と協力を得て社会復帰がで

きるよう、啓発に取り組みます。 

 

【方針】 

① 刑を終えて出所した人に対する理解を深める  

刑を終えて出所した人々が、地域の人々の理解と協力を得て社会復帰がで

きるよう、啓発に取り組みます。 

 

（４）ホームレス 

【現状と課題】 



 
31 

 

近年の我が国の経済・雇用情勢を反映し、自立の意思がありながらホーム

レスとなることを余儀なくされている人が存在しています。ホームレスに至

る原因はさまざまであり、高齢化や健康上の理由、失業や仕事の減少、家庭

内の問題など、複数の要因が複雑に絡み合っているケースも多くあります。  

多くの人は公園・河川・道路・駅舎等を居住の場所として日常生活を送っ

ていますが、住まい、食事、健康面での課題を抱え、また、一部には地域住

民とのあつれきが生じることから、ホームレスとなった人の人権への配慮が

求められています。 

ホームレスを取り巻く課題を解決していくためには、住民の理解と協力を

得て、地域社会の中で自立した日常生活が可能となるよう支援していくこと

が必要です。 

国は、2002年（平成14年）に「ホームレスの自立の支援等に関する特別

措置法（ホームレス特措法）」を10年の時限立法として施行し、平成24年に

はその期限を5年間延長しました。この法律に基づき、「ホームレスの自立の

支援等に関する基本方針」を策定するなど、ホームレスの自立支援に向けた

取り組みを進めています。 

また、生活保護に至る前の生活困窮者に対する自立支援を強化する「生活

困窮者自立支援法」が2015年（平成27年）4月から施行されており、ホー

ムレス対策については、「ホームレス特措法」の趣旨を踏まえつつ、保健所と

連携を図りながら、自立支援を推進します。 

【方針】 

① ホームレスに対する理解を深める  

ホームレスについての普及啓発を進めるとともに、地域社会で自立した生

活が可能となるよう支援に取り組みます。 

 

 

（５）アイヌの人々・婚外子・識字問題 

 ・北朝鮮当局による拉致問題等 

≪アイヌの人々≫ 

アイヌの人々については、民族としての誇りや先住性に留意し、アイヌの

伝統に関する普及啓発に取り組みます。 

 

≪婚外子≫ 

婚外子（非嫡出子）については、相続権等の法的な問題が指摘されており、

戸籍上の続柄の記載については嫡出子と同様の記載にするよう「戸籍法施行
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規則」が改正されたところですが、差別を受けることがないよう啓発に取り

組みます。 

 

≪識字問題≫ 

京都府内には、同和問題をはじめ在日韓国・朝鮮の人々に対する差別や貧

困あるいは歴史的経過によって、教育を受ける機会が保障されなかった人々

に関する識字の問題があり、近年では新たに渡日した外国籍府民の識字の問

題も指摘されています。 

識字問題を基本的人権にかかわる問題であるという認識のもと、国や京都

府の動向を踏まえ、この問題の解決に向け、関係機関と連携した取り組みを

推進します。 

 

 

≪北朝鮮当局による拉致問題等≫ 

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、我が国の主権及

び国民の生命と安全にかかわる重大な問題です。拉致問題等の解決には、幅

広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、その関心と認識を

深めることが重要です。 

今後も、住民の拉致問題への関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間」（12月10日～16日）を中心に、国や京都府とも連携し、広く

住民に対する啓発活動を推進します。 
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９．社会情勢の変化等により顕在化している 

人権に関わる課題 
 

（１）インターネット社会における人権問題 

【現状と課題】 

インターネットは、情報化の進展に伴って社会の隅々まで普及し、スマー

トフォンの普及やSNSなど、様々なサービスの拡大により、ますます私たち

の生活に密着したものとなっています。 

インターネットの利便性が高まるとともに利用者が増加し続ける一方で、

インターネットを通じた差別表現、誹謗中傷、個人情報の流出、プライバシ

ーの侵害、児童ポルノ、リベンジポルノ、ネットいじめなどの人権侵害や犯

罪が数多く発生しています。 

インターネット上での人権侵害の特徴として、誰もが書き込みができる加

害の容易性や匿名性、一度ネット上に掲載されると世界中から閲覧できるな

どの被害の拡散性や情報を削除することの難しさによる被害回復の困難性な

どがあり、特徴を踏まえた対応が求められているところです。 

2002年（平成14年）には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制

限及び発信者情報の開示に関する法律」が施行され、インターネット上など

情報の流通において権利の侵害が行われた場合に、被害者がプロバイダ等に

対して発信者情報の開示を請求する権利が規定されていますが、開示される

には裁判所への手続き等が必要となるのが現状です。 

こうした法的措置の周知を図るとともに、憲法の保障する表現の自由に十

分配慮しながら、他人の人権を侵害する悪質な情報発信に対しては、発信者

が判明する場合には同人に対する啓発を通じて侵害状況の排除に努め、発信

者が特定できない場合には、京都府、警察等と連携し、プロバイダ等に対し

て当該情報等の停止・削除を申し入れるなど自主規制を促すことにより個別

的な対応を図っています。 

また、インターネットやSNSの小学生や中学生等の青少年の利用が年々増

加しており、学校教育等と連携した青少年のインターネットの利用環境の向

上に向けた取り組みも進められています。 

 

【方針】 

① インターネットの教育・啓発を推進する  



 
34 

 

インターネットはその性質上、一旦情報や画像が流出すると完全に消し去

ることは極めて困難であることから、個人の名誉をはじめとする人権に関す

る正しい理解と認識を広めます。 

インターネットの仕組みと危険性について周知し、情報モラルとメディア

リテラシーの向上を図り、利用者一人ひとりが、自分自身が加害者にもなり

うることを認識し、個人のプライバシー等を守ることの重要性や情報の収

集・発信における責任やモラルについての正しい理解と認識を広げるための

教育・啓発の推進に取り組みます。 

学校教育や生涯学習等を通じて、誰もが、様々な情報メディアを有効に活

用し、リスクに備えて、手にした情報を適切に読み解く能力（メディア・リ

テラシー）を養います。 

 

（２）個人情報の保護 

【現状と課題】 

現代における通信技術の発達等による情報化の進展は、大量かつ広範な情

報の処理と伝達を可能としました。このことは、個人に関する情報にも及び、

我々の生活に様々な利便をもたらす反面、個人情報が個人から切り離され、

独自の価値を持つものとして大量に収集されたり、悪質な例では個人情報が

商品化されたりする等、個人の権利利益が侵害されるおそれが生じています。 

「個人情報の保護に関する法律」により、個人情報を取り扱う業者には、

個人情報について利用目的の特定、適正な取得、取得に際する利用目的の通

知又は公表、安全管理、第三者提供の制限などの義務が課せられることにな

ります。 

本町においては、住民の個人情報に関する権利利益の保護を図るため、

2004年（平成16年）に「精華町個人情報保護条例」を制定し、本町におけ

る個人情報の取扱の適正化に努めてきたところです。 

2015年（平成27年）から社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が

導入された、より一層、厳格な個人情報の取扱が求められます。 

 

【方針】 

① 個人情報の適正な取扱いと個人情報に関する普及啓発に取り組む  

「精華町個人情報保護条例」を適正に運用し、個人の権利利益の保護を図

ります。 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の実施を踏まえ、より一層の

個人情報の保護に取り組むとともに、住民、企業等に社会保障・税番号制度

の管理等について普及啓発に取り組みます。 
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② 身元調査を防止する  

身元調査は、個人に関する情報を本人の了解なく調査し、その内容によっ

ては、結婚や就職において重大な人権侵害にかかわる極めて深刻な問題であ

り不利益を生じさせることから、住民や事業者が自ら身元調査を行うことや、

依頼することはもちろん、調査に応じること自体が個人のプライバシーを侵

害するおそれがあることについて、住民や関係者へ啓発を推進します。 

2011年（平成23年）から2012年（平成24年）にかけて、身元調査な

ども目的で、戸籍謄本や住民票の写しなどが、本人の知らないところで不正

に取得される事案が発生したことから、「事前登録型本人通知制度」が府内全

市町村で導入されており、この制度さらに有効なものにしていくため、普及

に向けて今後とも引き続き広く啓発します。 
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（３）安心して働ける職場環境の推進 

【現状と課題】 

やりがいと充実感を感じながら仕事上の責任を果たしていくためには、誰

もが安心して働ける職場環境を整えることが必要です。しかし、職場でのセ

クシュアル・ハラスメント、立場の優位性を利用して人格や尊厳を傷つける

パワー・ハラスメント、妊娠出産、育児等を理由とする嫌がらせや解雇など

の不当な処遇を行うマタニティ・ハラスメントが問題になっているほか、長

時間・過重労働や賃金不払残業などによる違法な働き方を強いる企業の存在

が社会問題化しています。 

国は2007年（平成19年）関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代

表等からなる官民トップ会議において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定し、さ

らに、2010年（平成22年）新たな合意を結び、より一層の取り組みを進め

ています。「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕

事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感

じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい

ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選

択・実現できる社会」とされています。 

京都府では、ハラスメント対策に取り組むほか、経済団体、労働団体、行

政、学識経験者、地域団体、NPO等からなる「ワーク・ライフ・バランス推

進戦略本部」を設置し、関係機関との連携のもとで、「京都 仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）行動計画」を策定し、オール京都で仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取り組みを推進し

ています。 

 

【方針】 

① ワーク・ライフ・バランスを推進する  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向け、企業・職

場において、育児・介護に対する理解、法に基づく休業制度の普及促進や活

用奨励に取り組み、働きやすい職場環境の整備に取り組みます。 

 

② ハラスメントを防止する  

パワー・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント、セクシュアル・ハラ

スメントなど、ハラスメントを防止するには、企業で働く一人ひとりが自ら

防止する意識を持ち、組織として意識改革に取り組むとともに、被害者が相

談しやすい体制づくりが求められます。 
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職場等でのハラスメント防止に向け、企業等への普及啓発資料の貸出や庁

内機関誌等での普及啓発、相談窓口の周知などに取り組みます。 
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（４）自殺対策の推進 

【現状と課題】 

自殺には、心身の問題のみならず、経済や仕事をめぐる環境、職場や学校

での人間関係などさまざまな社会的な要因等が複雑に関係しており、その多

くは防ぐことができる社会的な問題であり、社会全体で自殺対策に取り組ん

でいく必要があります。 

京都府では「京都府自殺対策に関する条例」を2015年（平成27年）3月

に制定し、自殺対策を推進しています。 

精華町においても、職員を対象としたゲートキーパー研修を実施するなど

自殺防止に関する人材の養成を進めているところです。 

 

【方針】 

① 総合的な自殺対策に取り組む  

「京都府自殺対策に関する条例」に基づき、自殺対策に関する普及啓発や

府や専門機関、民間団体等と連携した自殺の防止等に関する人材の確保、養

成や相談や支援の提供体制の充実に取り組みます。 
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第４章 

人権教育・啓発の推進 

 
精華町においては、前章で掲げた同和問題などさまざまな人権問題につ

いて常に配慮するとともに、人権意識の高揚を図るためにこれまで実施し

てき教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果も踏まえ、一人ひとり

を大切にした取り組みを推進することとしています。 

人権教育・啓発の推進にあたっては、第２章で定めた「基本理念」に基

づき、主体的な取り組みの中から、 

① 人権を自分自身にかかわる具体的権利として理解することができる  

② 自分の人権を大切にするのと同じように他人の人権も尊重するとい

う認識のもとに、一人ひとりの人権について考えていくことができる 

③ 人と自然の共生や、国家や世代の枠組みを超えて将来の世代も含めた

人類すべての広がりの中で、人権をとらえることができる 

こととなるよう、さまざまな機会や場を通じ、積極的かつ継続的に推進

を図ります。 

人権教育・啓発の手法については、法の下の平等、個人の尊重といった

人権の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権問題に即した個別

的な視点からのアプローチを組み合わせ、親しみやすいテーマや分かりや

すい表現を用いるなど創意工夫をこらして、地域の実情に即した取り組み

を進めます。また、人権教育・啓発を通じて、人権に関する法律、制度等

について周知を図ります。 

人権教育・啓発に触れる機会の少ない人に対しても、インターネットな

ど多様な媒体を活用し、社会的な関心の高い具体的な事象を人権の視点か

ら捉えることなどにより、人権教育・啓発に取り組みます。 

なお、人権教育・啓発は、人々の心の在り方に密接にかかわる問題でも

あることから、その自主性を尊重し、その内容はもちろん、実施の方法に

ついても、人々の幅広い理解と共感を得られるものとなるように取り組み

ます。 
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１．様々な場面での人権教育・啓発 
 

（１） 保育所・幼稚園 

保育所・幼稚園は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な場であるこ

とから、家庭や地域社会と連携して、自立心やお互いを大切にする豊かな人

間性を持った子どもの育成に取り組んでいます。 

保育所・幼稚園においては、家庭や地域社会と連携して、乳幼児が健全な

心身の発達を図り、他の乳幼児とのかかわりの中で人権を大切にする心を育

むことが必要です。子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育現場では

多様な職種の活躍が期待されていることから、こうした新たに保育に携わる

職員を含めたすべての職員が、人権問題についての知識・理解を深めるなど、

人権問題や人権教育に関する研修を通して資質の向上を図ることが必要です。 

 

【取り組み】 

① 方針に基づく保育・教育活動を推進する  

保育所保育指針、幼稚園教育要領に基づき、家庭や地域社会と連携して、

自立心やお互いを大切にする豊かな人間性を持った子どもの育成を推進しま

す。また、保育所を通じた家庭への普及啓発にも取り組みます。 

 

 

② 職員に対する研修を充実させる  

すべての職員が、人権問題についての知識・理解を深めることができるよ

う、人権問題や人権教育に関する認識の深化と指導力の向上に努めます。 
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(２) 学校 

学校においては「学習指導要領」等に基づき、家庭・地域社会との連携や小・

中学校間の連携のもとで、あらゆる教育活動を通して人権教育を推進していま

す。 

また、社会状況の急激な変化とともに、子どもを巡る人権上の課題が非常に

多様化・複雑化していることを踏まえ、子どもの心理面や福祉面について専門

的知見を活かした支援やケアを受けて、新たな人権問題に適切に対応すること

が必要になっています。 

子どもが人権尊重の意識を高め、互いの個性や価値観の違いを認めて、自分

を尊重し、他人を尊重する心をはぐくむとともに、自立的に社会に参画できる

よう、今後も一人ひとりを大切にした教育を推進していくことが重要です。 

そして、同和教育の中で積み上げられてきた成果や手法への評価を踏まえそ

の継承と発展を図るとともに、現代の社会経済状況や学校教育を巡る今日的状

況を踏まえた人権教育の一層の充実を図る必要があります。 

また、すべての教職員が人権尊重の理念について理解・体得するとともに、

経験豊かな教職員が持つ蓄積の継承を通じて経験の浅い教職員も不安なく人

権教育に取り組めることが重要です。さらに、児童生徒が学習したことが知的

理解にとどまることなく、効果的に人権感覚を高めることにつながるとともに、

同和問題などさまざまな人権問題を自分自身の課題としてとらえ、解決に向け

て実践する技能や態度を育成するための教材の開発と共有が必要です。 

私立高等学校に対しても、人権教育の推進に資する資料の提供や学習機会の

促進を図り、人権教育が積極的に取り組まれるよう支援することが必要です。 

 

【取り組み】 

① 就修学の保障と希望進路の実現を支援する  

一人ひとりを大切にした教育を推進するために、学習内容や指導方法の一

層の改善に努めます。 

児童生徒の実態を的確に把握して、教育の実質的な機会均等や基礎学力の

充実を図り、就修学の保障と希望進路の実現を進めるように学校の組織的な

対応の充実を図ります。 

 

② 人権に関する学習内容や指導方法を充実する  

新たな人権上の課題に対応した人権教育資料等を整備し、積極的に活用し

て、さまざまな人権に対する児童生徒の理解と認識を高めるとともに、小学

校・中学校・高等学校を見通した体系的な人権学習の一層の充実を図ります。 
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また、共生社会の実現や自分を尊重し他人を尊重する心をはぐくむことな

どを目指して、主体的・協働的な学習や課題系活的な学習を取り入れるなど、

時代の変化に的確に対応した教材作成に努めます。 

さらに、人権教育にかかわる教職員研修を推進し、認識の深化と指導力の

向上に努めます。 

 

③ 研究実践効果を活用する  

人権教育の指導内容・方法の改善を図るため、学校において人権教育の研

究実践を深め、成果を町内の各学校に波及させるよう取り組みます。 

個別的な視点からのアプローチと普遍的な視点からのアプローチの組み合

わせ、教科の学習と特別活動における人権学習の連動など優れた実践を学校

間で共有するための教材の作成などを通じて、教育の一層の充実を図ります。 

 

④ 家庭や地域社会と連携した取り組みを推進する  

家庭や地域社会などとの連携を深め、社会性や豊かな人間性をはぐくみ、

自己有用感を高めるために、児童生徒の多様な体験活動の企画の充実に取り

組みます。 

 

⑤ 教育環境の整備に取り組む  

児童生徒が安心して楽しく学ぶことができる環境を整えるため、教科等の

指導、生徒指導、学級経営など、その活動の全体を通して、人権尊重の精神

に立った学校づくりを推進します。また、いじめの未然防止・早期発見・早

期対応や体罰根絶に向けた取り組みを徹底します。 

社会状況の変化を踏まえた学校における研修の推進に資するための強化等

の作成に努めます。私立学校等においても、人権教育が積極的に推進させる

よう要請するとともに、人権教育関係資料の提供などを通して支援します。 
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（３）地域社会 

地域社会は、人々が共に助け合いながらつながりを持つ場であり、さまざま

な人々との交流を通じて、責任感や協調性を高めるとともに、人権意識の高揚

を図り、社会の構成員としての自立を促す大切な場です。また、子どもが身近

な人々からの愛情や信頼、期待などを実感し、さまざまな経験を通して安心や

自信、誇りや責任感をはぐくむ大切な場でもあります。 

地域社会には、同和問題などさまざまな人権問題が存在し、また社会状況の

急激な変化に伴い、人権に関する新たな問題が顕在化してきています。そのよ

うな地域社会の中で、あらゆる機会や場を通じて、自分と同じように他人も大

切にするという態度や行動が自然に表れるような人権意識をしっかりと身に

着けていくことが求められています。 

地域社会において効果的な人権教育・啓発を推進するためには、地域の実情

に応じた学習機会の提供が必要です。 

 

【取り組み】 

① ライフステージに応じた人権に関する学習機会を提供する  

生涯の各時期に応じて、各人の自発的意思に基づき、人権に関する学習が

できるよう学習教材を整備し、社会教育施設及び人権センター等を拠点とし

た人権に関する多様な学習機会を提供します。 

地域の実情や学習者のニーズを踏まえながら、学習意欲を高めるような学

習教材の整備など、学習内容や方法の工夫・改善を図ります。 

 

② 地域における人権教育を担う指導者を養成する  

社会状況の変化に伴うさまざまな人権問題についての理解と認識を深めるとと

もに、町内の各地域における取組の交流等を通じて研修の内容・方法の工夫・改

善を進めるなど、人権教育を推進していく指導者の養成と資質向上に努めます。 

 

③ 青少年の健全育成を支援する  

学校教育との連携を図りつつ、青少年の社会性や豊かな人間性をはぐくむ

ため、ボランティア活動や自然体験活動をはじめとする多様な体験活動の機

会の充実を図ります。 
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（４）家庭 

家庭は、子どもが豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断

など人間形成の基礎をはぐくみ、社会性を育てるうえで重要な役割を担う場で

す。 

一方で、子どもの虐待や非行などの子どもを巡る問題、ドメスティック・バ

イオレンス、高齢者や障害のある人への支援の不足など、家庭も問題は多様

化・複雑化しています。また、身近な人から親が子育てを学ぶ機会の減少や、

都市化による地域のつながりの希薄化など、家庭教育を支える環境を踏まえた

取り組みを推進する必要があります。 

特に少子化や都市化・核家族化が進む社会状況の中で、親の過保護、過干渉、

あるいは育児不安、しつけに対する自信の喪失などが見られ、そのことが子ど

もの社会性を育てたり、自立を促したりするうえで大きな妨げになっています。 

また、子どもへの関わり方に悩み、孤立し、そのストレスから暴力や虐待に

繋がるといった人権侵害にあたる事案が発生しています。 

家庭において、親子ともに日常生活における人権感覚を養うため、学習活動

の支援、サポート体制の充実、ネットワークづくりを図る取り組み等により家

庭教育を支援する必要があります。 

また、地域や学校等さまざまな場を通じて学習したことが、日常生活におい

て態度や行動に現れるような人権感覚をはぐくむことが求められています。 

 

【取り組み】 

① 家庭教育に関する学習機会を充実する  

子育てに不安や悩みを抱きながらも、身近に相談する相手がいない等の

理由で孤立している保護者等が身近な場で交流や相談ができるよう、ネッ

トワークづくりを推進します。 

すべての教育の出発点である家庭教育の充実を図るため、親子ともに人

権感覚が身に付き、様々な場を通じて学んだ成果がはぐくまれるような家

庭教育に関する学習機会の充実や情報の提供を充実します。 

 

② 家庭教育の支援を充実する  

家庭内における暴力や虐待などの人権侵害の発生を未然に防ぐために、

家庭問題に関する総合的な相談機関である京都府家庭支援総合センター

をはじめ、学校や民生児童委員、家庭児童相談員などによる相談・問題発

見や関係機関によるネットワーク体制を充実します。 
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③ 家庭における児童虐待等の人権侵害を防止する  

家庭内における暴力や虐待などの人権侵害の発生を未然に防ぐために、

子育てに不安や悩みを抱える保護者等への相談事業や相談体制の充実、学

校などの他機関や地域との連携をより一層強めます。 
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（５）企業・職場 

企業・職場は、その企業活動・営業活動や、それによって生み出される製品

やコンテンツ（創作物の中身）等を通じ、住民生活に深くかかわるとともに、

地域の雇用の場を確保する等、地域や社会の構成員として人権の尊重される社

会の実現に向け、重要な役割を担っています。 

企業・職場等が実施する研修会等については、さまざまな人権問題をテーマ

として手法を工夫しながら取り組みが推進され、今後も一層の取り組みを続け

ていくことが重要です。 

企業においては、経済のグローバル化や高度情報化、地球環境保護など、社

会経済情勢の急激な変化の中で、その社会的責任を自覚し、企業倫理を確立す

ることが必要であることから、その確立に大きな役割を果たす人材の育成や、

企業活動の実施に伴い取り扱う個人情報の適正な収集、利用、管理のほか、日

本をはじめ事業展開する世界各地の状況に応じた人権への配慮が必要です。 

企業は地域社会の構成員でもあり、人権の尊重が、社会からの信頼と企業の

発展につながるといった認識が企業・職場内に定着していくことが必要です。 

精華町では、企業・職場に対する取り組みとして、人権意識の高揚を図り、

人権問題について正しい理解と認識を深め、日常生活において常に人権に配慮

し、その解決に向けた取り組みが推進されることを目的として、啓発資料の配

布や啓発ビデオの貸出し、講演会の周知などを行っています。 

また、京都府南部 15 市町村区域内で、行政、企業、各種団体で構成する山

城人権ネットワーク推進協議会において、企業間の人権問題の研修を積極的に

支援するとともに、会員研修会が実施されています。 

 

【取り組み】 

① 人権が尊重される企業づくりを促進する  

人権が尊重される明るい企業づくりや、就職の機会均等を確保するため、

企業・職場等が実施する人権研修等に対し、情報提供などの支援を行います。 

 

② 採用時や職場内での人権侵害を防止する  

採用時や職場内での人権侵害を防止できるよう、企業内人権啓発推進員の

設置を促すとともに、その資質の向上に努めることができるよう、企業・職

場における自主的な人権意識の高揚に向けた取り組みに対し、情報提供など

の支援を行います。 
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２．人権に特に関係する職業従事者に対する 

 研修の推進 
 
「精華町第2人権教育・啓発推進計画」の取り組みを推進していくためには、すべ

ての人を対象に人権教育・啓発を推進することが必要です。 

人権に特に関係する職業従事者として、役場職員・一部事務組合職員等、教職員・

社会教育関係者、保健福祉関係者が、人権に配慮して業務を遂行できるよう、様々な

研修を通じて人権教育・啓発を重点的に推進します。 

 

（１）役場職員・一部事務組合職員等 

【取り組み】 

① 職員に対する人権研修を充実する  

職務内容に応じた人権研修を一層推進すると同時に、より高い人権意識の

醸成を目指すため、講義・講演方式の研修を行います。 

各種の研修教材の整備及び情報の提供を行い、職場研修や自己啓発におけ

る積極的な活用を図ります。 

また、活発で効果的な職場研修の一層の推進を図るとともに、公務員とし

て、地域社会においても同和問題など様々な人権問題の解決に向けて積極的

な役割を果たすことができる職員の育成に努めます。 
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（２）教職員・社会教育関係者 

教職員は、未来を担う子どもの人権を尊重して子どもの自己実現や幸福追求を効

果的に支援するとともに、子どもの人権意識の高揚を図る上で重要な役割を果たし

ます。そのため、教職員自ら豊かな人権感覚、高い人権意識を持つことや人権教育

に関する指導力を向上させることが不可欠です。特に、いじめの未然防止・早期発

見・早期対応や体罰根絶に向けた取り組みや教職員研修を徹底することが必要です。 

また、教職員の大量退職・大量採用のもとで、教務経験の多寡にかかわらず高い

人権意識を持った教職員を育成するために、同和教育の中で積み上げられてきた成

果や手法への評価を踏まえ、その継承と発展を図るとともに、子どもの心理面や福

祉面についての専門的知見も取り入れながら、人権教育に取り組むことが必要です。 

地域社会における人権教育の担い手である社会教育関係職員は、それぞれの地域

における人権学習を積極的に推進していく指導者としての資質の向上を図ること

が必要です。 

 

 

【取り組み】 

① 教職員の人権意識の高揚を図る  

同和問題などさまざまな人権問題の解決に向けた実践的な指導力を向上す

るための校内研修を実施するための研修用ハンドブック・指導資料等の作

成・配布や積極的な活用を推進します。 

また、いじめの未然防止や早期発見・早期解消や体罰の根絶のために、個々

職員の認識を深めるとともに、組織的に教育活動に取り組む意識の醸成を図

り、教職員自身が人権問題を正しく理解し、高い人権意識のもとで行動でき

るよう、人権意識の高揚に向けた研修に取り組みます。 

 

② 教職員の人権教育の指導力を向上する  

教職員自ら豊かな人権感覚と高い人権意識を持ち実践すること、同和問題

など様々な人権問題についての理解と認識を深めること、人権教育に関する

知識・技能を向上させることなど、実践力や指導力の向上を図ります。 

あわせて、子どもの人権に関する問題に対応できるよう教育相談に関する

研修の充実を図ります。 

教育関係機関への派遣研修等により、人権教育推進の中核となる人材を養

成します。 

 

③ 社会教育関係者の人権教育の指導力を向上する  



 
49 

 

地域社会における人権教育に関する認識の深化を図るとともに、専門性を

備えた指導者としての養成と資質向上を図るための研修を実施します。 

 

 

 

 

（３）保健福祉関係者 

① 人権意識高揚に向けた研修を充実する  

住民の最も身近な相談相手であり、子ども、高齢者、障害のある人等と接

する機会の多い民生児童委員、社会福祉施設職員、保健師等の保健福祉関係

職員に対して、プライバシーをはじめ、人権に対する深い理解と認識ととも

に、人権に配慮した対応ができるよう、研修を実施します。 
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（４）マスメディア関係者 

① 住民に向けた人権尊重の働きかけを努める  

マスメディアは住民の人権尊重の意識を形成する上で大きな影響力を持つ

ことから、マスメディア関係者に対し、その活動を通じた人権尊重の働きか

けを行うよう努めます。 

 

② 人権に配慮した報道等を促進する  

誤った報道等がされた場合など、その権利侵害は非常に大きなものとなる

ため、常に人権に配慮した報道等が行われるよう促します。 

 

 

 

(５)消防職員 

① 継続的な人権研修を促進する  

消防職員は、地域住民の生命、身体及び財産を火災等の災害から守るこ

とを任務としており、住民生活と密接にかかわっています。そのため、任

務の遂行にあたっては、人命の尊重に加えて、被災者や患者の人権の尊重

プライバシーの保護に十分配慮する必要があり、人権意識の高揚に向けた

教育をより一層充実させることが必要です。 

消防職員が人権に関する正しい知識を習得し、その重要性を認識して消

防業務において適切な対応を行うよう、人権に関する講義の充実を図ると

ともに、継続的に人権研修が実施されるよう要請に努めます。 
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３.指導者の養成 
 
人権教育・啓発を効果的に推進するためには、町民の身近なところで、人権教育・ 

啓発を推進していく人権問題に関する指導者が大きな役割を果たします。 

今後とも、指導者研修に体験的、実践的手法を取り入れるなど創意工夫を図り、指

導者の養成に努めるとともに、町民の身近なところで活躍する指導者に対する継続的

な情報提供等を行い、その活動を支援します。 

 

４.人権教育・啓発資料等の整備 
 
人権教育・啓発を効果的に推進するためには、何よりも、効果的な学習教材や啓発

資料等が必要です。 

今後とも、これまで取り入れてきた実践的な人権に関する学習活動の成果を踏まえ

て、保育所・幼稚園、学校、地域社会、家庭、企業・職場などあらゆる場面で人権を

学ぶところができる人権教育・啓発資料等の整備を推進します。 

学習教材・啓発資料等の作成に当たっては、専門的な研究や、国際社会における成

果の活用を図るほか、日常生活の中で当然のこととして受け入れてきた風習や世間体

などの身近な問題を人権尊重の視点から具体的に取り上げ、これまで育まれてきた伝

統や文化等を踏まえながら自分の課題をして考えることを促し、人権上大きな社会問

題となった事例をタイミングよく取り上げ、興味や関心を呼び起こすなどの創意工夫

を凝らします。 

 

５.効果的な手法による人権教育・啓発の実施 

 
人権教育・啓発は、生涯にわたり長期的に取り組むもので、幼児から高齢者まで幅

広い年齢の、そして様々な立場の人々を対象とするものであることから、対象者の理

解に応じて、継続的に実施していくことが必要です。 

人権教育については、早い時期から人権の大切さを学ぶことが重要であることから、

発達段階や地域の実情等に応じ、幼児期から家庭・学校・地域社会等のすべての領域

において、学校教育から社会教育が相互の連携を図りながら推進してきます。 

人権啓発については、対象となる町民の世代や関心度あるいは理解度に配慮し、身

近な問題をテーマとして、新聞等のマスメディアやインターネットなど様々なメディ

アを積極的に活用するとともに、憲法週間（5 月 1～７日）、京都府人権強調月間（8

月）、人権週間（12月 4～10日）に集中的かつ重点的な取り組みを行い、人権尊重

に関する社会的気運の醸成に努めます。 
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さらに、人権感覚や感性を体得するという観点から、対象者が主体的・能動的に参

加できる手法を積極的に取り入れるとともに、町民が身近な問題として、親しみの持

てる内容となるよう工夫します。 

 

６.調査・研究成果の活用 

 
人権教育・啓発の推進に当たっては、最新の調査・研究の成果を踏まえていくこと

も重要であることから、世界的な視野で研究を行っている公益財団法人世界人権問題

研究センターや大学等の調査・研修成果を活用し、質の高い最新の知識の普及に取り

組みます。 

 

７.相談機関相互の連携・充実 

 
 「人権という普遍的文化」を構築するためには、町民が人権問題に直面した時に、

関係機関との連携のもとで、身近に相談でき、救済につながる仕組みが必要であると

ともに、相談を通じて、実際に発生している状況を理解し、そうしたことも踏まえて

人権教育・啓発を推進していくことが必要です。 

 精華町では、なやみごと（人権・行政）相談、法律相談など、さまざまな相談窓口

を設け、町民からの相談に対応しています。人権に関する相談についても、各市町村

の区域を越える問題などの発生時において、町民が適切な支援を受けられる体制を整

えるという観点から、人権に関わる様々な相談機関等のネットワークをさらに強化し

ていきます。 

 また、法務局等の国の機関、京都府、人権擁護委員など相談機関相互の連携強化や

情報交換、相談技能の向上を目的とした相談員研修会の参加により、各種相談窓口の

充実を図り、人権救済が必要と考えられる場合には、京都地方法務局と連携して、よ

り迅速・的確な対応を目指します。人権教育・啓発を効果的に推進するためには、町

民の身近なところで、人権教育・啓発を推進していく人権問題に関する指導者が大き

な役割を果たします。 

今後とも、指導者研修に体験的、実践的手法を取り入れるなど創意工夫を図り、指導

者の養成に努めるとともに、町民の身近なところで活躍する指導者に対する継続的な

情報提供等を行い、その活動を支援します。 
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第５章 

計画の推進 

 

 

１．推進体制 

① 精華町人権教育・啓発推進計画推進本部  

精華町人権教育・啓発推進計画推進本部を設置し、関係各部課が緊密な連

携を図りながら総合的にこの計画を推進します。 

 

 

② 住民活動団体・企業等との連携  

各種団体で構成する精華町人権啓発推進委員会などを通じて、行政機関と

民間団体等が連携・協力し、様々な人権教育・啓発活動を展開します。 

また、関係団体、企業、ＮＰＯ等の民間団体等における自主的、積極的な

取り組みの展開を期待しつつ、行政とＮＰＯ等が、それぞれの特性や役割に

応じて協働していけるよう連携を推進します。 

 

③ 京都府や山城地区市町村等の関係機関との連携  

京都府や山城地区市町村と連携を図り、人権強調月間（８月）や人権週間

（12月４日～10日）等において効果的な啓発活動が実施できるよう努めま

す。 

 

 

 

２．進捗管理 

① 計画の見直し  

この計画の趣旨を諸施策に反映させるとともに、国や府の取り組み状況を

見極め、必要に応じて計画の見直しを行います。 


